
3 9

事業所防災の普及啓発等

中央区の防災対策5

◆事業所向け防災対策D V D

「 あなたのオフィ スは大丈夫!? ～迫る 首都直下地震！備えと 心構え～」

●大地震が発生し た際に、事業所がどのよう な行動をと るべきか、事前にどのよう な対策を

すべきかを分かり やすく 解説し たD VD です。

●中央区役所1 階の防災危機管理課で、無料で貸し 出し ています。

◆事業所向け普及啓発用チラ シ「 あなたの会社はどう する？」

●事業所の防災対策とし て、発災後むやみに移動を 開始せずに事業所内に留まってもらう

「 一斉帰宅の抑制」を周知するためのチラシです。

◆中央区防災マッ プ アプリ

●災害時に、避難を 余儀なく さ れた場合の円滑な誘導を 目的とし た区の公式アプリ で、ス

マート フォンやタ ブレット で利用できます。

●対応言語は日本語・ 英語・ 中国語（ 簡体字・ 繁体字）・ 韓国語です。

●中央区にお住まいの方： 避難所となる防災拠点への経路案内や開設状況をお知らせします。

●中央区以外にお住まいの方： 帰宅困難者一時滞在施設への経路案内や開設状況をお知

ら せします。

●オフ ラ イ ン 防災マッ プ： イ ンタ ーネット の通信環

境がない場所でも G PSで現在位置を表示し 、施設

までの方角や距離を表示し て防災拠点や帰宅困難

者一時滞在施設等への移動を補助します。

◆2 8 0 M H z緊急告知ラ ジオの頒布

●大地震や水害など、緊急を要する災害の発生時に、中央区やコ ミ ュニティ 放送局から の信

号音を受信すること で自動的に電源が入り 、災害情報、避難情報などの緊急告知放送を受

信できるラジオです。

●1 台2 3 ,6 5 0 円で一事業所につき 1 台頒布し ています。

●区内事業者であること が確認できるも の（ 社員証、名刺等）及び代金をご持参いただき 、所

定の申請書に記入し てく ださ い。

●中央区帰宅困難者対策協議会に加入さ れた事業所には、1 台2 ,0 0 0 円で頒布し ています。

◆ちゅう おう 安全・ 安心メ ール

●「 ちゅう おう 安全・ 安心メ ール」は、気象警報や地震などの災害情報、区内で発生し た犯罪や子ど

も を狙った犯罪などの防犯情報、消費生活情報などを、速やかに携帯電話等に配信するサービ

スです。

●メ ールの配信を 希望さ れる方は、お持ち の携帯電話等から 登録すること が必要と なり ます。登

録は案内に従い簡単に行えます。

※登録・ 配信は無料ですが、通信料は各自ご負担と なります。

問い合わせ先 中央区総務部防災危機管理課
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中央区の防災対策

事業所の皆様が「 従業員の一斉帰宅の抑制」や

「 施設利用者保護」の取組を 実践し ていただく こと により 、

区内の行き 場のない帰宅困難者を 減らし 、

地域の混乱を 防ぐこと につながり ます。

事業所の「 自助・ 共助」を 強化するために、

区が実施し ている事業所向けの各種防災事業を

ご活用く ださ い。

また、区では事業所と 行政が連携し て

防災体制を 構築すること を目指し 、

「 中央区帰宅困難者対策協議会」の活動を 支援し ています。

「 A LL中央区」の活動理念にご賛同いただける

事業者の皆様には、本協議会活動への参加を

お待ちし ており ます。
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帰宅困難者一時滞在施設・ 帰宅困難者一時待機場所の確保

・  木造の業務商業建築物を対象に、耐震の専門業者による詳し い耐震診断や

補強計画を作成する際に助成します。

・  助成対象者は、個人または中小企業基本法に規定する中小企業です。

・  耐震診断や補強計画作成費用の3 分の2（ 限度額5 0 万円）を助成します。

木造の業務商業建築物の耐震診断・ 補強計画

・  木造以外の業務商業建築物を対象に、耐震の専門業者による詳し い耐震診断を行う 際に

助成します。（ 補強計画作成費用は含まれません。）

・  助成対象者は、個人または中小企業基本法に規定する中小企業です。

・  耐震診断の3 分の2（ 限度額5 0 万円）を助成します。

木造以外の業務商業建築物の耐震診断

・  緊急輸送道路沿道等建築物の対象や要件は区公式ホームページからご確認く ださ い。

・  耐震診断の3 分の2（ 限度額1 0 0 万円）を助成します。

・  特定緊急輸送道路沿道建築物に対する助成は区公式ホームページからご確認く ださ い。

緊急輸送道路沿道等建築物の業務商業建築物の耐震診断

◆災害時における 協力協定

●区では大規模災害が発生し た時に備え、帰宅困難者一時滞在施設（ 屋内）や帰宅困難者一時待機場所（ 屋外）の確保

と 円滑な運営にご協力いただける事業所のさら なる拡充に取り 組んでいます。

　 　 また、水・ 食料・ 携帯ト イレなどの備蓄品提供やト イレの貸出などの地域協力ができる事業所に対し て、災害時の

活動協力をお願いし ています。

◆業務商業建築物の耐震助成制度

●業務商業建築物（ 住宅、分譲マンショ ンや賃貸マンショ ン以外の建築物）を対象に、

耐震診断などの費用を助成します。

●対象建築物は昭和5 6 年5月3 1 日以前に着工さ れた建築物です。

●助成対象者は、建築物の所有者または所有者の承諾を得た賃借人です。

◆耐震化アド バイ ザー派遣制度（ 無料）

●耐震の専門家のアド バイスを無料で受けること ができます。

●対象建築物は、昭和5 6 年5 月3 1 日以前に着工さ れた建築物です。

●対象者は所有者または所有者の承諾を得た賃借人で、

個人または中小企業基本法に規定する中小企業です。

●派遣回数は木造建築物が3 回まで、木造以外の建築物は5 回までです。

◆中央区帰宅困難者対策協議会の活動支援

●中央区帰宅困難者対策協議会は、帰宅困難者の一

時滞在施設や一時待機場所（ 以下「 帰宅困難者支援

施設」と いう 。）、防災備蓄倉庫の運用等をはじ めと

し て、中央区内における地域防災に係る諸問題に関

する協議を 通じ て、事業者と 行政が連携し てより 実

効性のある 防災体制を 構築するこ と を 目的とし て

います。

【 設立年月日】

平成2 4 年1 0月

【 活動内容】

（ 1 ）災害時の帰宅困難者支援施設の開設・ 運営

（ 2 ）中央区内における地域防災ルールの策定・ 検証

（ 3 ）「 帰宅困難者支援施設運営計画書」の策定・ 検証

（ 4 ）帰宅困難者の発生を想定し た地域連携による防災訓練等の企画・ 実施

（ 5 ）地域の事業所及び関係各者による地域防災活動の拠点づく り 及び利用者保護と 一斉帰宅抑制の理解促進

（ 6 ）帰宅困難者対策に関する会員間での情報共有

【 参加者】

・  帰宅困難者支援施設を設置し た施設の管理者、あるいは設置予定の開発事業者

・  中央区と 災害時における応急対策活動への協力に関する協定を締結し た団体

・  帰宅困難者支援施設が開設さ れた場合にその運営に協力する意思のある団体

・  中央区内にオフィ スビ ルを所有する団体

・  中央区内に大規模商業施設及び集客施設を有する団体

・  中央区内に駅を有する鉄道事業者

・  学識経験者

●地震による建物の倒壊などの被害を 未然に防ぎ、安全・ 安心な住まい・ まちづく り を実現できるよう 、建築物の耐震

診断などへの助成を行っています。

以下の内容は区公式ホームページにも 記載があります。

併せてご覧く ださ い。

その他の防災対策

中央区の防災対策5

建築物の耐震助成・ 相談

建築物の耐震助成制度 耐震化アド バイ ザー派遣制度

問い合わせ先 中央区都市整備部建築課耐震化推進係
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実務レベル協議

各地区固有の課題検討


